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各種健診等の連携についての考え方に関する
Ｑ＆Ａについて（平成１９年８月）

１ 各種健診等の対象者について

（問１）今回の制度改正において、特定健康診査、生活機能評価等の対象者の考え方は
どのように整理されているか。

（答）老人保健法に基づき行われていた住民全員を対象とする基本健診はなくなり、
１．４０歳から７４歳までの者(被保険者及び被扶養者）は、高齢者医療確保法に
基づき、医療保険者が特定健康診査等を行う （義務）。

２．７５歳以上の者は、高齢者医療確保法に基づき、後期高齢者医療広域連合が健
康診査を行う （努力義務）。

３．１及び２に該当しない者は、健康増進法に基づき、市町村の衛生担当部局が健
康診査等を行う。(努力義務)

４．６５歳以上の介護保険の第１号被保険者（要介護者を除く）に対しては、介護
保険法に基づき、介護保険者（市町村の介護担当部局）が介護予防のための生活
機能評価を行う。(義務)

５．がん検診、肝炎ウィルス検診、骨粗鬆症検診及び歯周疾患検診については、健
康増進法に基づき、市町村の衛生担当部局が行う。(努力義務)

(全 局)

（問２）対象年齢到達の考え方について。

（答） 特定健診・特定保健指導の対象者は、実施年度中に対象年齢（４０歳から７４歳
まで）となる者で、年度を通じて異動のない者（転入者は対象外）であり、介護保
険の生活機能評価の対象者は、６５歳になる誕生日の属する月から対象となる。
(保険局、健康局、老健局)

（問３ 「特定高齢者の決定方法の見直しに係るＱ＆Ａ」と「各種健診等の連携につい）
ての考え方」とでは、生活機能評価を行う対象者について食い違いがあるが、ど
ちらが正しいのか。

（答） 平成１９年３月２０日に発出された「各種健診等の連携についての考え方」につ
いては、平成２０年度からの各種健診等の考え方を示したものであり 「特定高齢、
者の決定方法の見直しに係るＱ＆Ａ」は、平成１８年度及び平成１９年度に限り、
老人保健事業を活用して実施する特定高齢者の把握のための生活機能評価について
適用しているものである。
なお、平成２０年４月以降は、老人保健事業が廃止されるため、生活機能評価に

ついては介護保険の第１号被保険者全体を対象として実施することとなる。
(老健局)

２ 健診の実施者について

（問４）医療保険者が行う被扶養者に対する特定健診については、どのように実施する
のか。

（答）１．被扶養者に対しては、被用者保険が市町村国保の委託先と同等の契約（国保ベ
ースの集合契約）を行い、被扶養者が居住する市町村で市町村国保の被保険者と
同様の受診体制を整える方向で調整している。

２．被用者保険は、市町村国保が医師会に委託する場合は医師会への委託契約、市
町村が直営で実施している場合は、保健所や保健センター等の健診機関として届
出ているところとの委託契約、となる。
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３．市町村は、地域での実施体制の確立に向け、早急に自らの実施体制を確定し、
保険者協議会を通じて被用者保険に情報提供する必要がある。

（保険局)

（問５）生活保護受給者に対しては、誰が健診を行うのか。

（答） 生活保護受給者に対する健康診査等は、健康増進法第１９条の２の規定に基づく
健康増進事業として、今後も市町村の衛生担当部局が実施することとなる。
(健康局、老健局）

３ 労働安全衛生法に基づく事業者健診と特定健診の関係

（ ） 。問６ 労働安全衛生法に基づいて実施している事業者健診と特定健診の関係について

（答）１．労働安全衛生法に基づき事業者が実施する健診（以下「事業者健診」という）
は、今後も事業者が実施義務を負う。

２．事業者健診の項目は、特定健診の基本的な健診項目については包含しているの
で、医療保険者は、事業者から健診データが受領でき、特定健診において必要な
項目についての結果が得られたと判断できる場合には、特定健診を実施しなくて
もよい。

(保険局）

（問７）事業者健診を受診していない者が市町村国保の特定健診を受けたいと申し出が
あった場合、受診させるべきなのか。また、受診させた場合、その費用はどこが
負担するのか。

（答） 事業所に勤めており事業者健診を受けるべき者に対しては、事業者健診の受診が
優先するために、特定健診を受診する必要がないことを説明する。その上で、市町
村国保は、事業主または受診者本人から健診データを受領することとする。
仮に、事業主から事業者健診の実施委託を市町村国保が受ける場合は、その費用

を事業主に請求して、支払いを受けることになる。
(保険局）

４ 特定健診と生活機能評価を一体的に実施した場合の関係

（ ） 、 、問８ ６５歳以上の特定健診と生活機能評価を一体的に行う場合に 共通項目以外は
医師の選択項目として必要な場合に行うように出来ないのか。

（答） 特定健診（メタボリックシンドローム対策）及び生活機能評価（介護予防対策）
は、それぞれの目的にあった項目が法令等により定められており、必須項目につい
ては必ず実施するようお願いする。

(保険局、老健局)

（問９）特定健診は、国保連合会の健診等データ管理システムでデータ管理されるが、
生活機能評価は紙ベースの管理となっている。同一のシステムとして管理できな
いのか。

（答） 同一のシステムとしての管理は個人情報保護の観点から慎重な検討を要するが、
健診データファイル上での管理方法等については、現在検討中である。 (全局)
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（問１０）特定健診及び生活機能評価の支払い・請求事務について、どのような仕組み
になるのか。

（答） 各種健診の実施義務者は、健診実施機関からの、各請求に基づきそれぞれ支払う
こととなる。
市町村国保及び介護担当部局が衛生担当部局に執行委任し、衛生担当部局が事業

を実施する場合は、市町村国保及び介護担当部局が衛生担当部局からの請求に基づ
き各特別会計より一般財源に繰り出すこととなる。
（保険局、老健局）

（問１１）生活機能評価は、特定健診と同時が望ましいが、個別で受ける場合はどのよ
うになるのか。

（答）１．生活機能評価を個別で受ける場合は、原則として、既に特定健診で受診済みの
検査項目も含め、新たに一連の検査を受けることになることから、介護担当部局
は、個別での実施も想定した準備（契約・請求等）が必要である。
． 、 、 、 、２ また 生活機能評価は 個人の身体の変化に基づき 随時行う必要があるため
介護担当部局は健診実施機関との契約等の準備をしておく必要がある。

（老健局）

５ 各種健診等を担当する市町村の窓口（担当部局）について

（問１２）市町村において、各種健診等を担当する部署をどのように考えているのか。

（答） そもそも、健診等の実施を担当する部署をどのようにするかは各市町村の考えに
よるものであるが、
① 現在 保健事業等で行っている基本健診及びがん検診等を所管している部局 衛、 （
生担当部局）は平成２０年度以降、健康増進法に基づく健診事業等を担当

② 高齢者医療確保法に基づく特定健診及び介護保険法に基づく生活機能評価は、
各保険者が法律に基づく義務としてその事業を担当

となるのではないかと考えている。
（全 局）

（問１３）医療保険者、介護担当部局と衛生担当部局の具体的な連携方法とは。

（答） 衛生担当部局と医療保険者及び介護担当部局間の連携としては、例えば、
・健診等の開催案内や受診券等を一つにまとめて発出し、開催日時・場所等を一致
させる

・健診実施機関等との契約等の調整
・衛生担当部局が、医療保険者からの委託に基づき特定保健指導を実施
・衛生担当部局が、医療保険者による特定健診の場を活用し、健康手帳を交付
等が考えられる （全局 ）。 ）

（問１４）受診者への健診結果の通知については、誰がどのように行うのか。

（答） 受診者本人への結果通知は、特定健診の場合、医療保険者が生活習慣やその改善
に関する基本的な情報提供と併せて通知することとなる。ただし、これらの通知及
び情報提供に関する事務を健診実施機関に委託することができる。
また、生活機能評価の場合、今後の介護予防に資する情報であるため介護担当部

局より通知することとなる。
（保険局、老健局）
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６ 各種健診の費用負担について

（問１５）特定健診、生活機能評価、肝炎検査の具体的な費用負担はどのように考えて
いるのか。

（答）１．以下の考え方に基づき整理している。
① 生活機能評価は介護保険法に基づき、地域支援事業として実施されること。
② 高齢者医療確保法第２１条に基づき、事業者健診や生活機能評価は特定健診

より優先される。
③ 肝炎検査等は義務づけではないことから、他の義務づけの健診より負担優先

順位が下がる。
２．以上を踏まえ、各種健診を同時に実施した場合、重複する項目については各法
律に基づき、優先される事業が負担することとなる。
① ４０歳から６４歳・・・特定健診＞肝炎検査等
② ６５歳から７４歳・・・生活機能評価＞特定健診＞肝炎検査等
③ ７５歳以上・・・・・・生活機能評価＞健康診査＞肝炎検査等

（全 局）

（問１６）特定健診、生活機能評価及び健康増進法に基づく検診を行った場合の費用徴
収はどのように行うのか。

（答） 高齢者医療確保法に基づく特定健診及び後期高齢者の健康診査については、各医
療保険者が費用徴収額を自由に設定できるとされている。
また、生活機能評価については、介護予防の観点から検討を行い、今後示す予定

である。
なお、健康増進法に基づく各種検診については、老人保健事業と同様に、費用徴

収の基準額について、今後示す予定である。
（全 局）

（問１７）集団検診の形態で行った場合の費用負担はどうなるのか。

（答） 集団検診で各種健診を同時に行った場合でも、重複する項目についての費用負担
は問１５のとおりである。
（全 局）

（問１８）生活機能評価について、地域支援事業交付金の対象となる事業範囲はどのよ
うに考えているのか。

（答） 第１号被保険者に対する生活機能評価の実施に必要な経費（受診券及び通知の発
送等）は対象となるが、市町村の経常的な人件費及び事務費等は地方財政措置の対
象としているため、地域支援事業交付金の対象とはならない。
（老健局）

（問１９）被用者保険の保険者が複数の市町村と委託契約を行った場合、委託金額は同
一にするのか。

（答） 被用者保険の被扶養者の特定健診を集合契約で行う場合、契約する方法によって
は、複数の市町村への委託金額が同一となることもあり得る。
（保険局）
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７ 後期高齢者の保健事業について

（問２０）広域連合の努力義務とされている後期高齢者の健診については、検査項目を
どのようにすべきか。

（答） 糖尿病等の生活習慣病の早期発見のための健診として、特定健診の項目のうち、
必須項目のみを実施するのが適当と考えている。なお、後期高齢者については、一
律に行動変容のための保健指導を行わないので、腹囲については、実施する必要は
ない。
（保険局）

（問２１）広域連合は、支部を持たず、職員数も限られているため、県下全域で健診を
実施するのは困難である。どのような方法で実施したらよいか。

（答） 受診者の負担軽減を考慮すると介護保険の生活機能評価との共同実施が望ましい
ことから、広域連合から各市町村に業務を委託し、市町村国保の特定健診の枠組み
を活用して実施するのが適当と考えている。その他の実施方法については、問２４
のとおり。
（保険局）

（問２２）市町村国保の枠組みを活用した場合に、健診機関との契約はどこが行えばよ
いのか。

（答） 広域連合から健診実施の委託を受けた各市町村が医師会等健診機関と契約を行う
のが適当と考えている。
（保険局）

（ ） ）問２３ 県内の市町村で健診項目や検査項目を増やす希望(がん検診等との同時実施
があった場合に、どのように費用の負担をすべきか。

（答） 特定健診の必須項目を健診項目とした場合において、特定の市町村が健診項目や
検査項目を増やした場合には、その項目の費用については、市町村の負担で対応す
べきと考えている。
（保険局）

（問２４）県内の市町村で健診単価に違いが生じた場合には、どこが費用を負担すべき
か。

（答） 市町村間の単価の違いを広域連合の均一保険料で全てを賄うと不公平が生じるこ
、 。 、とから 市町村分賦金で調整していただく方法があると考えている しかしながら

、 、この方法により実施することが難しい場合は 市町村と広域連合の話し合いにより
市町村が実施する健診に対し、広域連合が標準的な健診費用を補助する方法が考え
られる。
（保険局）

（問２５）後期高齢者の健診では、生活習慣病で治療中の者は、健診の必要性が薄いと
されているが、どのようにして把握するのか。

（答） 平成２３年度にレセプトが電子化され、広域連合において、被保険者の受診情報
がシステムとして管理できるまでは、健診申し込み時に、本人の「生活習慣病で治
療中でない」との申告（申込票のチェック）等で把握していただきたい。
（保険局）
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（問２６）後期高齢者の健診結果のデータ管理はどうなるのか。

（答） 国保連合会の「特定健診等データ管理システム」を活用し、受診結果等を管理す
ることとしている。なお、システムの契約については、広域連合と国保連合会が結
ぶ場合、広域連合から健診実施の委託を受けた市町村と国保連合会が結ぶ場合のい
ずれも可能とすることとしている。
（保険局）

（問２７）後期高齢者の保健指導は、どのような方法で実施すべきか。

（答） 後期高齢者については、一律に行動変容のための保健指導を行うのではなく、本
人の求めに応じて、健康相談等の機会を提供できる体制の確保を行う観点から、健
康増進法第１７条に基づく、市町村の生活習慣相談等のポピュレーションアプロー
チの中で対応すべきと考えている。
（保険局、健康局）

８ その他について

（問２８）従来老人保健事業で行っていた健康手帳、健康教育、健康相談、機能訓練、
訪問指導については、誰が実施するのか。

（答）１．４０歳以上６４歳までの者は、健康増進法に基づき、市町村の衛生担当部局が
行う。
なお、健康手帳については６５歳以上の者も健康増進法の対象である。

２．６５歳以上の者は、平成１８年度より地域支援事業の介護予防事業として、任
、 、意に作成している介護予防手帳等を実施しており 引き続き介護保険法に基づき

市町村の介護担当部局が行う。なお、健康手帳と介護予防手帳を合併して作成さ
れる場合は、かかる費用については、それぞれ案分し負担することとなる。

（健康局、老健局）


